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介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上
）
の
減
免

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
減
免
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

▼
要
件

①�

災
害
や
著
し
い
収
入
の
減
少
等
、
特
別

な
事
情
で
保
険
料
を
納
め
る
事
が
困
難

な
人
は
、
損
害
の
程
度
や
前
年
の
総
所

得
金
額
に
よ
り
納
付
額
の
10
分
の
10
か

ら
８
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
減
免
し

ま
す
。

②�

保
険
料
の
第
１
・
２
段
階
の
人
で
、
次

の
条
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
人
は
、
納

付
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
減

免
し
ま
す
。

・�

世
帯
の
前
年
収
入
（
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
、
失
業
給
付
、
仕
送
り
等
含
む
。）

の
合
計
が
独
居
で
150
万
円
（
世
帯
員
１

人
増
す
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
）
以
下

で
あ
る
こ
と

・�

世
帯
の
預
貯
金
の
合
計
が
独
居
で
200
万

円
（
２
人
以
上
の
世
帯
は
250
万
円
）
以

下
で
あ
る
こ
と

・�

世
帯
員
す
べ
て
が
日
常
生
活
に
供
す
る

資
産
以
外
に
活
用
す
る
資
産
を
有
し
な

い
こ
と

・�

市
民
税
課
税
者
の
扶
養
ま
た
は
援
助
を

受
け
て
い
な
い
こ
と

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・�

預
貯
金
等
の
す
べ
て
の
通
帳
（
平
成
28

年
１
月
１
日
～
現
在
ま
で
の
記
帳
が
あ

る
も
の
）

・
印
鑑
（
認
印
で
可
）

・
年
金
収
入
等
の
分
か
る
も
の

・
医
療
保
険
証

※�

詳
細
は
長
寿
介
護
課
ま
で

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
の
軽

減
　

次
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
人
は
軽

減
の
対
象
に
な
り
、
介
護
保
険
の
在
宅

サ
ー
ビ
ス
（
一
部
を
除
く
。）
を
利
用
し

た
時
の
利
用
者
負
担
額
が
２
分
の
１
に
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
生
活
保
護
受
給
者
、
世
帯
員

に
市
民
税
未
申
告
者
ま
た
は
介
護
保
険
料

滞
納
者
が
い
る
場
合
お
よ
び
生
計
同
一
者

が
市
民
税
課
税
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
ま

す
。

▼
要
件

・�

世
帯
の
前
年
収
入
（
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
、
失
業
給
付
、
仕
送
り
等
含
む
。）

の
合
計
が
独
居
で
150
万
円
（
世
帯
員
１

人
増
す
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
）
以
下

で
あ
る
こ
と

・�

世
帯
の
預
貯
金
の
合
計
が
独
居
で
350
万

円
（
２
人
以
上
の
世
帯
は
450
万
円
）
以

下
で
あ
る
こ
と

・�

世
帯
員
す
べ
て
が
日
常
生
活
に
供
す
る

資
産
以
外
に
活
用
す
る
資
産
を
有
し
な

い
こ
と

・�

市
民
税
課
税
者
の
扶
養
ま
た
は
援
助
を

受
け
て
い
な
い
こ
と

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・�

預
貯
金
等
の
す
べ
て
の
通
帳
（
平
成
28

年
１
月
１
日
～
現
在
ま
で
の
記
帳
が
あ

る
も
の
）

・
印
鑑
（
認
印
で
可
）

・
年
金
収
入
等
の
分
か
る
も
の

・
医
療
保
険
証

○
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
申
請
に

つ
い
て

　

同
じ
月
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
負
担
の
合
計
額
（
同
じ
世
帯
に
複
数
の

利
用
者
が
い
る
場
合
に
は
世
帯
合
計
額
）

が
高
額
に
な
り
、
一
定
額
を
超
え
た
と
き

は
申
請
に
よ
り
超
え
た
分
が
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
等
と
し
て
、
後
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
毎
月
の
利
用
実

績
に
基
づ
い
て
市
役
所
か
ら
申
請
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
記
入
・
押
印
の
う
え

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

詳
細
は
長
寿
介
護
課
ま
で
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

　

定
額
保
険
料
（
月
額
１
万
６
千
490
円
）

に
付
加
保
険
料
（
月
額
400
円
）
を
上
乗
せ

し
て
納
め
る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
人

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

・�

任
意
加
入
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
人

を
除
く
。）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

▼
付
加
年
金
額

　

200
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

※�

受
給
開
始
か
ら
２
年
間
で
付
加
保
険
料

相
当
分
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
そ
の
他

・�

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
込
ん
だ
月

分
か
ら
で
す
。

・�

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
人
や

保
険
料
納
付
の
免
除
・
猶
予
を
受
け
て

い
る
人
は
、
付
加
年
金
に
加
入
で
き
ま

せ
ん
。

議会報告会を開催します
　テーブルを囲んだ和やかな雰囲気の中で市議会
議員と一緒に自由に話し合ってみませんか。
▶と　き　7月29日㈯
　　　　　午後1時30分から
▶ところ　中央公民館
　　　　　大会議室
▶内　容　タウンミーティング
▶問合せ　議事課　庶務係
　　　　　（☎95-0137）

介
護
保
険
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

長
寿
介
護
課�

介
護
保
険
係

（
☎
（95）
０
１
２
２
）

国
民
年
金
の
付
加
年
金
を

ご
存
知
で
す
か

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎
（95）
０
１
２
３
）

刈
谷
年
金
事
務
所　

�（
☎
（21）
２
１
１
０
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負

担
の
軽
減
・
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
申
請
に
つ
い
て

長
寿
介
護
課�

介
護
保
険
係

（
☎
（95）
０
１
２
２
）
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昭
和
17
年
８
月
２
日
～
昭
和
22
年
７
月

１
日
生
ま
れ
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
を
示
す
高
齢
受

給
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
。
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
（
橙
色
）
は
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

　

現
在
の
高
齢
受
給
者
証
（
白
色
）
は
７

月
31
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月

１
日
以
降
に
医
療
機
関
等
で
診
療
を
受
け

る
と
き
は
、
保
険
証
と
と
も
に
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

期
限
の
切
れ
た
高
齢
受
給
者
証
は
回
収

し
ま
す
。
回
収
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て

は
、
高
齢
受
給
者
証
と
一
緒
に
送
付
す
る

案
内
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
都
市
緑
化
推
進

事
業
に
基
づ
き
、
市
民
や
事
業
者
が
行
う

優
良
な
緑
化
事
業
に
対
し
、
予
算
の
範
囲

内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
要
件

○
屋
上
緑
化
・
壁
面
緑
化
・
空
地
緑
化
・

駐
車
場
緑
化
事
業

・
面
積
が
概
ね
100
㎡
以
上

・�

道
路
か
ら
眺
望
で
き
る
、
ま
た
は
不
特

定
の
人
が
立
ち
入
っ
て
見
る
事
が
で
き

る
等

○
生
け
垣
設
置
事
業

・
延
長
50
ｍ
以
上

・�

接
道
が
50
％
以
上
で
樹
木
の
高
さ
が
90

㎝
以
上
等

▼
補
助
金
の
額

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
の
額

（
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
限
度
額
あ
り
。
こ

の
事
業
は
県
の
間
接
補
助
事
業
で
す
。）

※�

工
事
に
か
か
る
前
に
、
期
間
に
余
裕
を

も
っ
て
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
工
事
着
手
後
の
申
請
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
都
市
計
画
課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

　

河
川
や
た
め
池
な
ど
身
近
な
水
環
境
に

興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
県
内
全

域
で
「
流
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
一
斉
調
査
」

を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
参
加
者
の
五
感
に
よ
り

水
の
色
や
に
お
い
等
を
評
価
す
る
も
の

で
、
ど
な
た
で
も
簡
単
に
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
の
調
査
の
参
加
者
（
グ

ル
ー
プ
）
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象　

県
内
在
住
の
人
。
た
だ
し
、
子

ど
も
だ
け
で
の
調
査
は
危
険
な
た
め
、
保

護
者
と
一
緒
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
調
査
時
期　

６
月
５
日
㈪（
環
境
の
日
）

～
９
月
下
旬
ま
で

▼
調
査
内
容　

身
近
な
水
辺
（
川
や
た
め

池
、
湖
、
水
路
、
海
辺
等
）
で
「
水
の
き

れ
い
さ
」、「
水
の
量
」、「
生
態
系
」、「
水

辺
の
よ
う
す
」
に
つ
い
て
調
べ
、
所
定
の

調
査
票
で
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○
主
催　

県
環
境
部　

水
地
盤
環
境
課

▼
申
込
み　

９
月
１
日
㈮
ま
で
に
環
境
課

窓
口
へ
。

▼
と
き　

８
月
23
日
㈬　

午
後
２
時
～
４

時
ま
で

▼
と
こ
ろ　

衣
浦
東
部
保
健
所
（
刈
谷
市

大
手
町
一
丁
目
12
番
地
）

▼
内
容　

ア
ル
コ
ー
ル
問
題
で
悩
ん
で
い

る
本
人
や
家
族
に
専
門
医
師
と
酒
害
相
談

員
等
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
な
お
相

談
時
間
は
１
組
約
１
時
間
で
す
。

▼
申
込
み　

前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替

　

市
が
管
理
し
て
い
る
水
道
メ
ー
タ
ー

は
、
耐
用
年
数
の
８
年
を
迎
え
る
と
市

の
負
担
で
取
替
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

取
替
時
に
費
用
を
請
求
し
た
り
、
宅

内
の
水
ま
わ
り
の
点
検
を
し
た
り
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
度
は
、
検
定
満
期
が
平
成
29
年

度
中
に
到
来
す
る
も
の
（
平
成
29
年
４

月
～
平
成
30
年
３
月
）
が
取
替
の
対
象

で
す
。

※�

メ
ー
タ
ー
の
ふ
た
に
検
定
満
期（
年
・�

月
）
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

取
替
対
象
の
人
に
は
、
市
が
委
託
し

た
業
者
が
直
接
訪
問
し
、
原
則
、
不
在

で
も
そ
の
場
で
取
替
え
ま
す
。

　

訪
問
時
に
取
替
が
で
き
な
い
場
合

は
、
後
日
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
取

替
日
の
調
整
は
、
作
業
員
ま
た
は
業
者

へ
直
接
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

取
替
は
、
来
年
３
月
ま
で
市
内
各
所

で
随
時
実
施
し
ま
す
。
メ
ー
タ
ー
周
り

に
車
な
ど
の
障
害
物
が
な
い
よ
う
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
今
年
度
取
替
委
託
業
者

【
偶
数
月
検
針
地
区
】

森
島
設
備
管
工
㈱
（
☎
（81）
０
０
７
９
）

【
奇
数
月
検
針
地
区
】

㈱
豊
光
設
備
（
☎
（81）
１
１
７
０
）

▼
問
合
せ　

水
道
課　

料
金
係
（
☎
（95）

０
１
３
２
）

（実施例）
空地緑化、駐車場緑化事業

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

が
更
新
さ
れ
ま
す

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

（
☎
（95）
０
１
２
３
）

ア
ル
コ
ー
ル
専
門
相
談

衣
浦
東
部
保
健
所�

健
康
支
援
課

こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
グ
ル
ー
プ

（
☎
（21）
９
３
３
７
）

流
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
一
斉
調
査

参
加
者
募
集

環
境
課�

環
境
保
全
係（
☎
（95）
０
１
５
４
）

あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
都
市
緑

化
推
進
事
業
（
優
良
な
緑
化
事

業
へ
の
補
助
交
付
）

都
市
計
画
課�

公
園
緑
地
係

（
☎
（95）
０
１
５
７
）
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平
成
28
年
度
「
人
権
を
理
解
す
る
作
品

コ
ン
ク
ー
ル
」
で
入
賞
さ
れ
た
市
内
の

小
・
中
学
生
の
ポ
ス
タ
ー
、
書
道
、
標
語

の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

作
品
か
ら
子
ど
も
達
が
持
っ
て
い
る
他

人
を
思
い
や
る
心
、
優
し
い
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
親
子
そ
ろ
っ
て
ご
覧
い

た
だ
き
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　

７
月
21
日
㈮
午
前
９
時
～
28
日

㈮
午
後
４
時
ま
で

▼
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館　

１
階
ホ
ー
ル

　

夏
休
み
は
、
青
少
年
が
解
放
感
か
ら
有

害
環
境
等
に
接
す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま

す
。
県
で
は
８
月
31
日
ま
で
「
非
行
の
芽

は
や
め
に
つ
も
う　

み
な
我
が
子
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防

止
に
取
り
組
む
県
民
運
動
（
夏
期
）」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

青
少
年
が
心
身
と
も
に
明
る
く
健
や
か

に
成
長
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
家
庭
、
学

校
、
地
域
社
会
で
健
全
育
成
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。

　夏休み期間中（7月21日㈮～8月31日㈭）、中
学生は無料でミニバスを利用できます。
※�降車時にバスの運転手へ生徒手帳を提示してく
ださい。

▶問合せ　まちづくり課　まちづくり推進係
　　　　　（☎95-0158）

夏休み期間中
中学生　ミニバス無料

第61回
史跡八橋かきつばたを写す会
入賞者決定

　県の花、市の花である「かきつばた」を広く紹介し、観光宣伝に使
用することを目的に開催された「史跡八橋かきつばたを写す会」の入
賞者が決定しました。
　今年度は349点の応募作品の中から厳正なる審査の結果、「推薦」の
斎藤和子さんを始め、次の皆さんが入賞されました。
　なお、入賞作品は7月1日㈯～16日㈰まで、中央公民館1階ホールで
展示しますので、ぜひご覧ください。
▶問合せ　観光協会事務局（経済課内　☎83－1111　内線211・212）

賞 氏名（住所） 賞 氏名（住所）
推　薦 斎藤和子（安城市）

入　選

川口洋（岡崎市） 水谷清（豊橋市）
特　選 岡田泰之（刈谷市） 斉田彰三（小牧市） 宮島元子（岡崎市） 中村正夫（名古屋市）

準特選
福島宏治（豊田市） 岡田廣子（知立市） 鈴木勝則（碧南市） 丹羽祥方（名古屋市）
榎本清司（鈴鹿市） 伊藤忠興（名古屋市） 星子秀一郎（半田市）

入　選
戸軽邦明（知立市） 鈴木伸隆（蒲郡市） 大矢章司（桑名市） 清水幸男（豊川市）
工藤光仁（刈谷市） 道家敏正（小牧市） 田井中道夫（刈谷市） 加藤公清（知立市）
青木純二（武豊町） 小伊豆忠（知立市） 螺澤鎭雄（知立市） 佐藤信夫（知立市）

□入賞者一覧（敬称略）

【
推
薦
】
斎
藤
和
子
さ
ん
の
作
品

「
新
緑
輝
く
庭
園
で
」

人
権
を
理
解
す
る
作
品
コ
ン

ク
ー
ル
入
賞
作
品
展

協
働
推
進
課�

協
働
人
権
係

（
☎
（95）
０
１
４
４
）

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に

取
り
組
む
県
民
運
動
（
夏
期
）

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課�

生
涯
学
習
係

（
☎
（83）
１
１
６
５
）
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児
童
扶
養
手
当
、
愛
知
県
遺
児
手
当
、

知
立
市
遺
児
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、�

８
月
１
日
～
31
日
ま
で
に
手
当
の
受
給
資

格
を
更
新
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

更
新
の
手
続
き
に
は
、
自
宅
の
電
気
、

ガ
ス
、水
道
料
の
領
収
書
ま
た
は
検
針
票
、

電
話
料
金
の
領
収
書
等
も
必
要
で
す
の
で

あ
ら
か
じ
め
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
手
続
き
は
、
８
月
分
以
降
の
手
当

を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
す
。�

手
続
き
を
し
な
い
と
、
８
月
分
以
降
の
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
期
限
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
の
ご
案
内
は
、
７
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助

を
受
け
て
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
で

父
等
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象

と
し
て
、
父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪

れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地

域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▼
実
施
地
域

①
旧
満
州　

②
旧
ソ
連　

③
モ
ン
ゴ
ル　

④
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

⑤
マ
リ
ア
ナ
諸

島　

⑥
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
（
１
次
）

⑦
ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ
諸
島　

⑧
北
ボ
ル

ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島　

⑨
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
１
次
）　

⑩
ソ
ロ
モ
ン
諸
島　

⑪
ミ
ャ

ン
マ
ー
（
１
次
）　

⑫
台
湾
・
バ
シ
ー
海

峡　

⑬
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
（
２
次
）

⑭
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
２
次
）　

⑮
フ
ィ
リ
ピ

ン
（
２
次
）　

⑯
中
国

【
特
定
地
域
】
①
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

②
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島　

③
マ
ー
シ
ャ
ル
・

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島

▼
参
加
費　

10
万
円

※�

以
前
に
参
加
さ
れ
た
人
は
応
募
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
一

般
財
団
法
人　

日
本
遺
族
会
事
務
局
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み　

県
遺
族
連
合
会
（
☎
０
５
２

（231）
６
５
０
４
）
へ
。

　

在
職
者
を
対
象
と
す
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

講
座
の
受
講
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
コ
ー
ス
名　

テ
ィ
グ
（
Ｔ
Ｉ
Ｇ
）
溶
接

▼
と
き　

９
月
９
日
㈯
・
10
日
㈰　

午
前

９
時
～
午
後
４
時
30
分
ま
で
（
２
日
目
は

午
後
３
時
40
分
ま
で
）

▼
と
こ
ろ　

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

▼
内
容　

テ
ィ
グ
（
Ｔ
Ｉ
Ｇ
）
溶
接
機
の

取
扱
い
お
よ
び
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
（
薄
板
）

の
溶
接
作
業
を
習
得
す
る
。

▼
対
象
者　

テ
ィ
グ
（
Ｔ
Ｉ
Ｇ
）
溶
接
に

よ
る
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
（
薄
板
）
の
溶
接
方

法
を
習
得
し
た
い
人

▼
募
集
人
数　

11
人

▼
受
講
料　

２
千
300
円
（
別
途
テ
キ
ス
ト

代
１
千
944
円
［
税
込
］
必
要
）

▼
持
ち
物　

筆
記
用
具
、作
業
服（
長
袖
）、

帽
子
、
安
全
靴

▼
申
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
で
コ
ー
ス
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏

名
、
生
年
月
日
、
職
業
、
電
話
番
号
を
８

月
17
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
県
立
岡
崎
高

等
技
術
専
門
校
（
〒
444
―
０
８
０
２　

岡

崎
市
美
合
町
平
端
24
番
地　

Ｅ
メ
ー
ル

okazaki-senm
onko@

pref.aichi.lg.jp

）�

へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

※�

申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
決
定
し
、�

結
果
を
通
知
し
ま
す
。

　平成28年度まで児童クラブ室として使用していた部屋を勉
強スペースにリニューアルしました。
　いつもと違う環境で勉強してみませんか。新しくなった花山
児童センターに、ぜひお越しください。
▶花山児童センター開館時間
　月～土曜日（祝日を除く。）の午前10時～午後6時まで

児童センターは、18歳未満の子どもたちが利用できる施設です。
▶問合せ　子ども課　児童家庭係（☎95-0120）

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業
の
参
加
者
募
集

一
般
財
団
法
人�

日
本
遺
族
会
事
務
局

（
☎
０
３
―
３
２
６
１
―
５
５
２
１
）

「
ひ
と
り
親
家
庭
の
手
当
」
の

更
新
手
続（
現
況
届
）を
忘
れ
ず
に

子
ど
も
課�

児
童
家
庭
係（

☎
（95）
０
１
２
０
）

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
（
在
職
者

対
象
訓
練
）
受
講
者
募
集

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校�

在
職
者

訓
練
担
当�（
☎
０
５
６
４
（51）
０
７
７
５
）

花山児童センターに
勉強スペースができました！
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